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研究成果の概要（和文）：本研究では、消費者契約解消法制のうち、特に「クーリング・オフ」制度につき、日本・中
国・韓国・台湾・タイにおける現地調査をふまえた比較法的研究を通して、その立法のあるべき方向性について検討を
行った。特に、わが国において十分な紹介が行われていなかった中国および韓国の法制度について、両国から日本に専
門家を招聘して国際セミナーを開催し、わが国の状況と比較をしつつ、各国におけるクーリング・オフ制度の内容と意
義を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：In this study, we considered a way of future legislation for the right of 
cancellation of consumer contract, especially "cooling-off" system, based on a international comparative 
legal study by research in Japan,China,Korea,Taiwan and Thailand.
In particular, we have held international seminars with specialists of Chinese and Korean "cooling-off" 
system.In the seminars, we compared each situations and showed clearly the content and significance of 
"cooling-off" system of these countries.

研究分野： 民法・消費者法
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１．研究開始当初の背景 
(1) 消費者契約の解消をめぐる国内外の近
時の立法状況は、文字通り激動の渦に巻き込
まれてきた。 
(2) まず、国内に目を向けると、2006 年に
は、消費者契約法上の契約取消権の行使が可
能な場面等における消費者団体訴訟制度を
導入するための改正（その後、景品表示法・
特定商取引法に同制度を導入することに伴
い 2008 年にも改正）、また 2008 年には、訪
問販売・電話勧誘販売・通信販売についてい
わゆる「指定商品・指定役務制」を撤廃しク
ーリング・オフ規定の提供範囲を拡大すると
ともに、過量販売があった場合の解除権の導
入などを図った特定商取引法・割賦販売法の
改正が相次いで行われた。また、民法改正を
めぐる議論の中でも、消費者契約法に規定さ
れている契約取消権等の内容を民法典に取
り込もうとする動きが存在した。 
(3) 他方、海外に目を向けると、とりわけ
ヨーロッパの動きはかまびすしい。例えばド
イツでは、2001 年には債務法現代化により他
の消費者関連特別法が民法典に統合された
際に、従来は、訪問販売法等の特別法に設け
られていた撤回権の規定が民法に取り込ま
れた。さらにＥＵでは、2008 年の消費者権利
指令において消費者撤回権に関する規定の
平準化が図られるともに、ヨーロッパ民法典
制定へ向けた動きの中で登場した「共通の参
照枠組草案(DCFR)」でも消費者撤回権の規定
を民法に設けようとする動きがみられてい
た。アジアにおいても、同様の制度が存在し
ていた。例えば、クーリング・オフをみると、
韓国、台湾、タイでは規定が設けられていた
が、契約の取消し等は、民法の一般規定に委
ねられている。また、中国には消費者権益保
護法が存在するが、製造物責任を念頭に置い
たもので、損害賠償の規定はあるものの消費
者契約解消のための規定は存在せず、その対
応は、民法通則上の一般規定（58 条）の解釈
に委ねられていた。もっとも、世界屈指の消
費大国となった中国でも、同様の規定を導入
する動きが経済発展に比例して高まってく
ると考えられた。さらに、アジア地域におけ
る取引のグローバル化が進み、国境を越えた
消費者取引も増加する中で、そこで発生する
国際的な紛争の迅速かつ簡便で、統一的な解
決を図るための法制度の整備を求める要請
は、より一段と強まることになろう。 
(4)このような消費者契約の解消法制につい
ては、欧米に焦点を合わせる形で、わが国と
の比較法的な検討を議論が続けられてきた
（例えば、欧米とわが国とのクーリング・オ
フ法制に関する比較研究として、河上正二
「『クーリング・オフ』についての一考察」
法学 60 巻 6号 166 頁）。しかしながら、アジ
アに目を向けると、現実には、各国の制度を
紹介するもの（例えば、作本直行編『アジア
の経済社会開発と法』〔アジア経済研究所〕
179 頁以下〔松本恒雄〕）、あるいは、個別の

国と日本の制度を比較検討するもの（例えば、
韓国につき、民法改正研究会『民法改正と世
界の民法典』203 頁以下〔尹眞秀・河上正二〕）
はあるが、近時の立法動向を踏まえたうえで、
横断的・総合的な形で比較法的研究を行うも
のは存在しなかった。これは決して国内にと
どまるものではなく、国外においても各国の
制度紹介・分析を超える研究はほとんどなか
ったのが当時の状況であった。 
 
２．研究の目的 
(1) 上記の研究開始当初の背景をふまえて、
本研究では、まず、社会的・経済的に密接な
関係をもつアジア諸国における国際的な消
費者保護法制のあり方を探る手がかりとし
て、日本と同様に、クーリング・オフ制度な
どを定めた消費者保護のための法規を有す
る東アジアの韓国・台湾および東南アジアの
タイ、さらに、これらの国々と隣接する国で
ありながらそうした制度をもたない中国を
比較対象としたうえで、それぞれの国におけ
る消費者被害の実情と立法や実務の対応状
況を横断的・総合的に分析・検討することを
第一の目的とした。 
(2)さらに、上記の分析・検討をふまえて、
消費者取引に関する民事的な救済法理、とり
わけクーリング・オフ（解除権・撤回権）お
よび契約取消権を中心とする契約解消法制
のあるべき姿を明らかにすることを第二の
目的とした。 
 

３．研究の方法 
(1)  研究期間中、研究目的に従い、国内外
の調査を行うとともに、調査により収集した
情報の整理・分析を実施した。また、海外か
ら各国の研究協力者を招聘して国際セミナ
ー・ミニシンポジウムを開催し、情報交換を
行った。これらの成果は、論文の形で公表を
続けている。 
(2)  研究開始年度にあたる平成23年度は、
研究対象である契約解消法制について、日本
における立法の運用上の問題点と議論状況
をとりまとめるとともに、比較研究対象国の
うち中国と韓国をそれぞれ訪問し、研究協力
者を含む研究者や法曹実務家に対してヒア
リング調査と情報・資料収集を行った。 
 まず、日本については、研究代表者である
宮下が、消費者契約法上の契約取消権や特定
商取引法上のクーリング・オフの規定等をめ
ぐる立法動向や議論状況をとりまとめて、論
文を公表するという形で、現行制度の問題点
と議論状況を明らかにした。 
 また、中国については研究代表者の宮下と
研究分担者の朱が、まず首都であり政治の中
心地である北京に、次いで、商業の中心地で
ある上海および急成長を遂げている地方都
市である杭州を訪問し、消費者法に精通した
研究者や実務家との意見交換を行った。その
結果、各都市および中国全体における消費者
被害の状況、さらに消費者権益保護法をはじ



めとする消費者関連法規の運用状況を把握
することができた。とりわけ、消費者取引に
関する法整備の動きが比較的鈍い中国にお
いても、一部の分野ではクーリング・オフを
導入しようという動きがあることが判明し
た点は、きわめて重要である。 
 韓国については、研究代表者の宮下と連携
研究者の岡が首都で政治・商業の中心地であ
るソウルを訪問し、消費者法に精通した研究
者との意見交換を行った。その結果、韓国に
おける消費者被害の現状を把握するととも
に、クーリング・オフをめぐる近時の研究状
況に関する情報を入手できた。 
(3) 翌平成 24 年度は、①中国から消費者撤
回権の研究者を招聘して講演会および研究
会を開催するとともに、②比較研究対象国で
ある４つの国・地域のうち、前年度は訪問で
きなかった台湾とタイを訪問し、研究協力者
を含む研究者や消費者法関係の実務に携わ
る者に対するヒアリング調査を行った。また、
③日本における消費者契約解消法制の動向
についても、引き続き検討を行った。 
 ①については、平成 24 年９月に、姚海放
副教授（中国人民大学）を静岡大学に招聘し、
「中国における消費者撤回権と実際の動向」
と題する講演をしていただくとともに、研究
会において意見交換を行った。その結果、中
国では、とりわけインターネット取引や金融
取引の分野で、消費者撤回権の立法へ向けた
動きが加速度的に進んでいる状況が明らか
となった。姚副教授の報告原稿とそれを受け
た宮下の解題を兼ねた論文は、静岡法務雑誌
５号に掲載されている。 
 ②については、平成 24 年９月に宮下と朱
が台湾を訪れ、台湾大学および台湾消費者保
護処においてヒアリング調査を行い、消費者
保護法に規定されている撤回権の大幅な改
正へ向けた議論状況を確認した。また、平成
25 年２月には、宮下と西澤がタイを訪れ、チ
ュラロンコーン大学および消費者のための
財団においてヒアリング調査を行い、直接販
売法に規定されている解除権が実効性をも
つ形で利用されていない現状を確認した。 
 ③については、とりわけ、現行法上はあく
まで行為規制ルールにとどまっている適合
性原則違反について、消費者の救済にとって
より実効性をもたせるために、契約取消権の
導入へ向けた立法提案などを行った。具体的
な研究成果については、雑誌等で公表した。 
(4) 平成 25年度は、前々年度および前年度
の調査をふまえ、研究業績のとりまとめに向
けた準備とこれまでの成果の発表を行った。 
 研究代表者の宮下は、研究分担者の朱の協
力を得て台湾調査で判明したクーリング・オ
フに関する立法の動向について、論文の形で
紹介した。また、中国については研究分担者
の朱が、タイについては同じく研究分担者の
西澤が、引き続き情報収集・分析に努めた。
韓国については、前々年度の調査をふまえ、
専門家を招聘して消費者契約解消法制のあ

るべき姿を議論するためのシンポジウムを
企画したが、日程の折り合いがつかず、やむ
を得ず研究実施期間を延長して翌年度に実
施することにした。 
(5) 平成 26年度は、国際セミナーの開催に
向けて準備を進め、平成 26 年 11 月に、静岡
労政会館において、「日韓消費者法・高齢者
法国際セミナー」を開催した。本セミナーで
は、韓国から招聘した消費者法・高齢者法の
専門家である尹泰永副教授（亜洲大学校）、
金聖天先任研究委員（韓国消費者院）、朴仁
煥教授（仁荷大学校）の講演を受けて、日本
法・中国法の専門家からそれぞれコメントを
いただき、その後各地から集まった研究者・
実務家を含めて会場全体で意見交換を行っ
た。とりわけ講演の中で金先任研究委員から、
わが国では紹介があまりなされてこなかっ
た韓国のクーリング・オフ（請約撤回）制度
について、きわめて詳細な紹介・分析がなさ
れた。なお、本セミナーの開催までの経緯や
当日の状況、さらに当日の講演の内容につい
ては、静岡法務雑誌７号に特集として掲載し
た。 
 
４．研究成果 
 足かけ４年にわたった本研究では、中国・
韓国・台湾・タイにおける現地調査を当初の
予定通り実施した。また、申請額が減額され
た関係で上記のすべての国・地域からという
わけにはいかなかったが、クーリング・オフ
についてまさに法制度が整備されつつある
中国、また日本よりもふみこんだ内容の法制
度をもつ韓国から専門家を招聘し、２回にわ
たって国際セミナーを実施した。以上の研究
によって得られた成果については、逐次論文
の形で公表している。 
 上記の点をふまえると、当初の研究目的は
おおむね達成できたものと考えている。 
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